
閲  覧 
 

飯塚市自然環境保全条例に基づく届出について 

 

飯塚市自然環境保全条例（平成 18年条例第 239号）第 8条の規定に基づき、事業計画変更

届出書が提出されたため、お知らせいたします。 

なお、届出書は閲覧することができます。 

また、この事業が生活環境に与える影響について意見がある方は、意見書を提出することが

できます。 

 

◆届出年月日       令和 8年 3月 18日 

◆事業者の住所及び氏名  飯塚市仁保 353番地 

株式会社 安藤組 

代表取締役 安藤 喜八郎 

◆事業計画地       飯塚市大門 308-2 外 8 筆 

◆事業の種類       土砂による埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う事業 

◆事業の内容       土砂による埋立て 

 

 

閲覧や意見書の提出について 

◎閲覧期間  令和 8年 3月 25日（水）から令和 8年 4月 23（木）まで 

◎閲覧場所  飯塚市役所 本庁 環境整備課 

穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課 

◎意見書受付期間  令和 8年 3月 25日（水）から令和 8年 5月 8日（金）まで 

◎意見書提出方法（意見書の用紙は、閲覧場所にも用意しています） 

1．最寄りの閲覧場所での提出（※閉庁日を除く） 

2．郵便での提出      〒820-8501 飯塚市新立岩 5番 5号  

飯塚市役所 環境整備課 宛 

3．ＦＡＸでの提出     FAX（0948）21-2066 飯塚市役所 環境整備課 宛 

4．Eメールでの提出    E-mail：k-seibi@city.iizuka.lg.jp 

 

■意見書様式 Word 


